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はじめに  

なんばウォーク周辺地区においては、外水氾濫及び内水氾濫による浸水並びに南

海トラフ巨大地震の発生による津波来襲が予想されることから、これらの対策を明

確に区分して計画を樹立することが、より実効性を図ることができるとの観点から、

大和川の堤防決壊による外水氾濫及びスーパー台風に伴う高潮並びに地震による

津波に対しては、地下街等利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を中心に、避難誘導

を最優先させるための計画を策定することとした。また、集中豪雨による内水浸水

に対しては避難の確保を念頭に置いた止水対策等に資するための計画を策定した。 

 

第１章  総則 

 

（計画の趣旨） 

第１条 

 計画の目的及び計画の対象範囲から、なんばウォーク（大阪地下街株式会社）を中心に策定

することとし、地下街に接続・隣接する施設（以下「接続・隣接施設」という）と一体性を持

った計画とする。 

なお、この計画の修正は、軽微な事項については各施設の担当者と協議のうえ決定するもの

とし、経費を必要とするなど重要な事項については、第４条の各施設について権限を有する者

との協議のうえ決定する。 

 

（計画の適用範囲） 

第２条 

なんばウォーク及び接続・隣接施設を包含したなんばウォーク地下空間の範囲とする。 

１ なんばウォーク接続・隣接施設概略図 ·································· 別図１ 

２ なんばウォーク平面図（地上連絡口、接続・隣接施設接続口） ···················· 別図2 

 

（計画の適用者） 

第３条 

この計画は、なんばウォーク、接続・隣接施設に勤務又は施設を利用する全ての者（以下「地

下街利用者等」という）に適用する。 

 

（施設名称） 

第４条 

前条の対象となる施設名称は次のとおり。 
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１～12：なんばウォーク接続施設（①～⑤：隣接施設） 

（施設概要）  

第５条 

 １  施設概要  

 

項目 

 

地下街名 

着 工 

（年月

日） 

竣 工 

（年月日） 

規 模（㎡）  

構 造 
総面積 公共通

路 

店舗 その他 

なんばウォーク 

１番街 

昭和 43 年 

10 月 26 日 

昭和45年 

3 月６日 
13,012 4,784 4,706 3,522 

ＲＣ一部鉄骨造 

地下３階建 

なんばウォーク 

２・３番街 
昭和 44 年 

５月 26 日 

昭和 46 年 

12 月１日 
24,869 9,947 10,741 4,181 

ＲＣ造 

地下３階建 

小 計  37,881 14,731 15,447 7,703  

地下街名 地下道幅員 地上連絡口 ビル接続口 鉄道施設接続口 

なんばウォーク 

１番街 6.0ｍ～10m ８ヶ所 １ヶ所 ４ヶ所 

なんばウォーク 

２・３番街 6.0m １９ヶ所 ８ヶ所 ５ヶ所 

施設名称 

 なんばウォーク（大阪地下街株式会社） 10 Osaka Metro 堺筋線  日本橋駅 

１ 北極星ビル 11 近鉄 大阪難波駅 

２ 近鉄難波ビル 12 近鉄 日本橋駅 

３ ＥＣＳ第３２ビル ➀ 御堂筋グランドビル 

４ エスカールなんば ② 東亜ビル 

５ ミフネ難波ビル ③ 難波第一ビルディング 

６ ラウンドワン千日前ビル ④ 三栄御堂筋ビル 

７ なんばウォークビル ⑤ 難波御堂筋ビル 

８ Osaka Metro 御堂筋線 難波駅  

９  Osaka Metro 四つ橋線 難波駅  
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２ なんばウォークの出入り口概要 

 

項 目 

名 称 

なんばウォーク所管

（止水板設置含む）の

地上出入口 

接続施設の接続口及び 

接続施設所管の地上出入口 

 

 

 

なんばウォーク 

出入口数２７ 

B-1、B-3、B-4、B-5、 

B-6、B-7、B-8、B-9、 

B-10、B-11、B-12、 

B-13、B-14、B-15、 

B-16、B-18、B-20、 

B-21、B-22、B-23、 

B-24、B-25、B-26、 

B-27、B-28、B-30、 

ES:B-21 

７施設・９接続口・３地上出入口 

近鉄難波ビル① 

北極星ビル② 

ＥＳＣ第３２ビル①B-17 

エスカールなんば①B-19 

ミフネ難波ビル① 

ラウンドワン千日前ビル① 

なんばウォークビル②B-29 

 

 

接続駅（接続口） 
 ５施設・９接続口 

Osaka Metro 御堂筋線 難波駅④ 

Osaka Metro 四つ橋線 難波駅① 

Osaka Metro 堺筋線  日本橋駅② 

近鉄 大阪難波駅① 

近鉄 日本橋駅① 

小 計 出入口数２７ １２施設・１８接続口・３出入口 

 

（防災体制） 

第６条 

 防災体制は次のとおり。 

１ 水害対策本部の設置 

   水害対策本部は、第２条の計画対象施設に水害が発生、あるいは発生する恐れがある時、 

又は近畿地方整備局等から水害等に伴う警報が発令された場合並びにその他の状況によ

り必要に応じて、水害対策本部構成員で協議し設置することとし、本部長、副本部長、本

部員、副本部員で構成する。 

   なお、本部長は大阪地下街株式会社代表取締役社長、副本部長は同防災監理者、本部員、

副本部員は各施設の代表者等（各施設で選任）で構成するが、その編成は南地下総合共同

防火管理協議会で確認する。 

 



4  

水害対策本部構成員  

本部長  大阪地下街株式会社社長  

副本部長  大阪地下街株式会社防災監理者  

施設名称  本部員  副本部員  

なんばウオーク（大阪地下街株式会社）  大阪地下街株式会社で選任  大阪地下街株式会社で選任  

各接続・隣接施設  各接続・隣接施設で選任  各接続・隣接施設で選任  

 

２ 水害対策本部組織体制 

   本部は、大阪地下街株式会社本社ビル内に設置し、必要に応じて現地指揮本部長を置く。 

  なお、現地指揮本部長は、原則として防災センターで指揮をとることとし、各接続・隣接

施設の現地指揮本部長においても、原則として、それぞれの施設内の防災センターで指揮

をとる。 

 

 （１）水害対策本部組織表 

（大阪地下街株式会社本社内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

等 

自衛水防隊長 

（なんばウォーク 

営業所長） 

副隊長 

自衛水防隊員 

各接続・隣接施設の 

現地指揮本部長 

情報収集伝達班長 

警戒活動班長 

避難誘導班長 

（各接続・隣接施設内） 

自衛水防隊長 

自衛水防隊員 

副隊長 

（なんばウォーク東防災センター内）  

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

等 

水害対策本部長 

（大阪地下街株式会社     

      社長） 

水害対策副本部長 

（大阪地下街株式会防

災監理者） 

本社活動隊 

・総務広報班 

・記録・調達班 

・情報収集班 

・防御・復旧班 

・災害対策本部班 
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（２） 現地指揮本部長がなんばウォーク東防災センター内で指揮をとる場合 

（大阪地下街株式会社本社内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

３ 本部の解散 

   水害の危険が解消されたと認められたときに、本部を解散する。  

 

 ４ 任務の内容 

    災害対策本部の任務は次のとおりとし、状況に応じて活動の優先順位を定め、協力し

て対応するものとする。なお、接続・隣接施設においては、本水害対策任務表に定める

もののほか、各接続・隣接施設の防災活動計画等に基づき任務を遂行する。 

 

水 害 対 策 本 部 任 務 表 

組  織 任   務 

水害対策本部長 情報収集伝達、警戒活動、避難指示等に従う措置等 

水害対策副本部

長 

本部長の補佐、本部業務の管理 

現地指揮本部長 〇現地対策の総合指揮 

〇現地状況の情報の収集伝達 

〇接続・隣接施設との連携対策 

〇応援者などの現地対策 

総務・広報班 

（総務課） 

 

〇関係機関（Osaka Metro・警察）、会社役員への通報・連絡に関す

る事項 

〇被災者対策に関する事項 

〇災害現場広報に関する事項 

〇報道機関等への広報に関する事項 

〇社員の安否確認に関する事項 

〇自衛水防隊の活動支援に関する事項 

〇他の所管に属さない事項 

自衛水防隊長 

（なんばウォーク 

営業所長） 

副隊長 

自衛水防隊員 

（各接続・隣接施設内） 

各接続・隣接施設の 

現地指揮本部長 

情報収集伝達班長 

警戒活動班長 

避難誘導班長 

自衛水防隊長 

自衛水防隊員 

副隊長 

（なんばウォーク東防災センター内） 

大阪地下街㈱の 

現地指揮本部長 

（本部長が任命する者）  

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

等 

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

等 

水害対策本部長 

（大阪地下街株式会社社社長）

水害対策副本部長 

（大阪地下街株式会社防災

管理者）  

本社活動隊 

・総務広報班 

・記録・調達班 

・情報収集班 

・防御・復旧班 

・災害対策本部班 
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情報・収集班 

（営業企画課） 

（営業推進課） 

（店舗開発課） 

（直 販 課） 

〇災害、被害情報の収集に関する事項（人的・テナントの被害状況） 

〇振興組合等への情報連絡、調整に関する事項 

〇各店舗の営業（開閉店、休業）等に関する事項 

〇自衛水防隊の活動支援に関する事項 

防御・復旧班 

（計画課） 

（整備課） 

（営繕課） 

 

 

 

 

 

〇災害、被害情報の収集に関する事項（物的被害状況） 

〇自衛水防隊の活動支援に関する事項 

〇現場の保存、警戒、整理等防災活動に関する事項 

〇各設備、機器の保全に関する事項 

〇電気、ガス、給排水、空調、衛生等の応急復旧対策に関する事項  

〇施設、店舗等の応急復旧に関する事項 

〇応急復旧用資器材の調達に関する事項 

〇建設・工事事業に関する事項 

〇その他災害防御、災害復旧に関する事項 

災害対策本部班 

（危機監理室） 

 

 

〇災害発生原因の調査に関する事項 

〇被害調査に関する事項 

〇防災活動記録に関する事項 

〇防災関係機関（消防局・大阪市危機管理室）との連絡調整に関す

る事項 

記録・調達班 

（経営企画課） 

〇食料、飲料その他防災活動資器材の調達に関する事項 

〇情報等の記録 

〇自衛水防隊の活動支援に関する事項 

（備 考） 

   この任務の実施について必要なときは各班相互に協力する。  

 

（情報収集） 

第７条 

 １ 気象情報にあっては大阪市建設局から伝達され、大阪市に「高齢者等避難」「避難指示」 

が発令されれば大阪市危機管理室から大阪地下街株式会社（防災センター）に伝達される。 

２ インターネットにより、気象情報・防災情報の収集に努める。主なものは次の通り 

  （１）降雨情報・・・ナウキャスト（気象庁 HP）・大阪市降雨情報（大阪市 HP） 

  （２）河川水位・・・川の防災情報（国土交通省 HP）・河川防災情報（大阪府 HP） 

  （３）防災情報・・・おおさか防災ネット（大阪市 HP）・気象庁防災情報（気象庁 HP）・防  

            災情報提供センター（国土交通省 HP）           

３ テレビ、ラジオ、スマートフォン等を活用して気象情報等に情報収集に努める。 

４ 防災センター勤務者の巡回により浸水状況や地下街利用者等の状況を目視で確認する。 

また、下水道管が満水になれば一気に道路冠水が起こることを念頭に入れて置くこと。 

 ５ 1 番街西側荷捌所車路入口と 2 番街ビックカメラ上部に監視カメラが設置されており、

防災センター内のモニターで地上部分の監視が可能となっている。 
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（情報伝達） 

第８条 

情報伝達は、次に基づき確実に行う。 

 

１  情報伝達体制表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地下空間全体または他の地下街のブロックと情報共有する必要がある場合は、なんばウ

ォーク東防災センターが中心となり連絡を行う。また、Osaka Metro なんば駅、日本橋駅

からの避難者の流入が想定される場合、各駅からなんばウォーク東防災センターに情報連

絡が入ることとなっている。 

 ・ なんばウォーク東防災センターと接続・隣接施設等との連絡体制表・・・・・別図 ３ 

・ なんばウォーク東防災センターと関係機関との連絡体制表・・・・・・・・・別図 ４ 

 

（避難誘導） 

第９条 

 避難誘導は次のとおり。 

 １ 避難の開始時期 

   大阪市からの「高齢者等避難」「避難指示」が発令された時又は水害対策本部長が必 

要と認めたときとするほか、それぞれの計画に基づき避難を開始する。 

また、地下街への浸水が始まったことが確認されれば、大阪市の発表に関わらず、現

Osaka Metro 難波

駅・日本橋駅 

なんばウォーク 

東防災センター 

水害対策本部 

（大阪地下街株式会社内） 

・情報収集伝達班長 

・警戒活動班長 

・避難誘導班長 

近鉄難波駅・日本

橋駅 

他の地下街の 

ブロック・地下駅 

なんばウォーク自衛水防隊 

・通報連絡班長 ・防御班長 

・避難誘導班長 ・警戒救護班長 

各隣接・隣接施設防災センター 

・情報収集伝達班長 

・警戒活動班長・避難誘導班長 

来館者・テナント社員 来館者・テナント社員 

（ホットライン等） 
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地の状況に応じて避難措置を実施する。なお、それぞれの対応については次のとおりと

する。 

 （１）該当地域に「高齢者等避難」が発令された場合、地下街、接続・隣接施設は、地下階 

の店舗の閉店準備を指示し、地下街利用者等に対して、非常放送により「高齢者等避難」 

の発令を周知し、地下空間からの退出を呼び掛けるとともに、高齢者等災害時要援護者 

の避難誘導を行う。 

 （２）該当地域に「避難指示」が発令された場合、地下街、接続・隣接施設は、地下階の店 

舗の閉店を指示するとともに、すべての地下街利用者等に対して非常放送により「避難

指示」の発令を周知し、地下空間からの退出を呼び掛けるとともに、避難誘導を行う。 

 

２ 避難場所及び避難経路 

（１）避難場所は、原則として、垂直避難時の場合は接続・隣接施設の３階以上の階とし、

水平避難時の場合は浸水想定区域外の安全な場所とする。また、近隣にある公立小学校、

中学校の中から事前に指定する災害時避難所を災害状況に応じて活用する。 

（２）避難場所への避難経路は、直近の避難階段を経由することを原則とするが、当該避難  

経路では有効に避難できない場合は、別の避難経路を選定し、必要に応じて人員の配置、 

ロープ等を張り迂回路を周知する。 

 

３ 留意事項 

（１）避難誘導は安全、確実、迅速を旨とし、来街者の避難を最優先する。特に身体に障が

いを持った人や傷病人及び老人、乳幼児、妊産婦などの災害時要援護者や外国人にあっ

ては避難に時間を要することを念頭に入れて避難場所を選択するなど最大限の配慮が

必要となる。  

（２）  警備員は、街内放送により避難の呼びかけを行い、パニック防止に努めるとともに、 

停電の恐れがあることから、エレベーターやエスカレーターが使用不可であることを周 

知する。 

（３）避難誘導の際には、放送設備、拡声器、デジタルサイネージ等を活用し避難方向を明

確に指示し、また、店舗従業員は避難誘導旗を活用して先導するなど混乱発生防止に努

める。 

（４）停電時に避難経路を確保する必要がある場合は、照明器具、誘導ロープ等の資器材を

有効に活用する。 

（５）必要に応じて、地上の階段入口にロープを張り、立ち入り禁止標識を掲げ、また、接

続・隣接する施設との取り合いシャッターを閉鎖し通行人の進入を禁止する。  

（６）避難誘導先を接続・隣接施設とする際は、相互に連絡、確認の上、誘導すること。 
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（自衛水防組織の設置） 

第 10 条 

 なんばウォークの統括防火・防災管理者を自衛水防隊長とし、大阪地下街株式会社防火・防

災計画第５０条に定める地下街自衛消防隊を運用し、自衛水防組織と定める。そして大阪地下

街株式会社と入店者が共同して自衛水防隊を編成する。なお、組織表は別表１とする。 

１ 統括防火・防災管理者不在の時は、在室上位者がその業務を代行する。 

 ２ 営業所等の終業時及び休日等で社員が不在の時は、委託保安員又は委託技術員の責任者  

が自衛水防隊長の業務を代行する。 

 ３ 自衛水防組織に班を置く。 

 （１）通報連絡班、防御班、避難誘導班及び警戒救護班を置く。 

 （２）各班の任務は、別表２に掲げる任務とする。 

 （３）防災センターを自衛水防組織の活動拠点とし、防災センター勤務者（委託保安員を含  

む、以下同じ）及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する。 

 （４）自衛水防組織の運用については、自衛消防組織と同様とする。 

 （５）自衛水防組織の各班は、避難確保・浸水防止計画に基づき、情報収集及び避難誘導等

の活動を行うものとする。 

 

（施設点検計画） 

第 11 条 

 防災センター勤務者及び警戒活動班は、突然の集中豪雨等の災害に速やかに対応するため、

各出入口の浸水防止施設、水防資器材の位置や構造、状態を常に把握、点検しておくこと。 

１ 浸水防止施設の現況 

（１）  なんばウオーク１番街 5 号・6 号階段にパネル差込式止水板（水防扉）を有してい 

る。 

（２）  設備室等には、電気設備、空調設備、給排水・ガス設備、消防・防災設備が設置さ  

れている。このため、これら設備の保全と浸水防止を図るため、21 カ所に街内止水扉

の設備を有している。 

２ 接続・隣接施設の浸水防止施設 

    接続・隣接施設の浸水防止施設としては、土嚢を有している。  

３ 浸水防止施設の格納場所及び水防資器材の現況 

    止水板及び部品・工具（懐中電灯・携帯用拡声器・無線機・土嚢等）の格納場所並び

に水防資器材の現況を止水板設置マニュアルに示し、防災センター等に設置し、施設点

検及び浸水対策に活用している。 
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近鉄日本橋駅  
 
  

なんばウォーク  

近鉄大阪難波駅  
 

JR 難波駅  

NAMBA なんなん  

第２章  内水氾濫対策計画 

 

（計画の目的） 

第 12 条  

 この計画は、ゲリラ雷雨や集中豪雨（以後「集中豪雨等」という）による内水氾濫に対する

必要な措置に関する計画を作成し、地下街利用者等の避難をはじめ、浸水対策に資することを

目的とするとともに、各接続・隣接施設との情報共有と連携を図り、止水対策を実施する。 

 

（災害の想定） 

第 13 条 

 １  浸水想定  

 本計画で対象とする災害は、集中豪雨等による内水氾濫とする。浸水想定については、大

阪市が公表している「水害ハザードマップ」に基づく浸水想定区域とし、下図に示すとおり、

なんばウォーク周辺地区は浸水周辺地区では０．１ｍから０．３ｍの浸水被害が想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ ハザードマップ作製にあたり想定し得る最大規模の降雨とは、国が定める基準に基づいて、過去に本市  

で観測した最大の降雨(昭和 32 年 6 月 26 日～28 日(台風 5 号）、総雨量 293 ミリ、1 時間最大雨量 50.5 ミリ)

における降雨の波形（時間的な分布）を、地域ごとに定められた最大降雨量となるように引き伸ばして作成し

たもので、24 時間総雨量 549 ミリ、１時間最大雨量 147 ミリの降雨となり、これは概ね 1,000 年に 1 度起き

る降雨となる。 

なお、昭和 32 年 6 月 26 日～28 日(台風 5 号）における降雨の継続時間は 38 時間のため、降雨を与えている  

継続時間は 38 時間となり、その降雨量は 588 ミリとなる。 

 

 0.1～0.3m 未満  0.3～0.5m 未満 

 0.5～1.0m 未満  1.0～3.0m 未満 

 3.0～5.0m 以上  地下街・地下駅等 

○想定雨量 

 想定最大規模降雨 

24 時間総雨量  549mm 

1 時間最大雨量 147mm 

Osaka Metro日本橋駅  
 
  

Osaka Metro なんば駅  
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２ 浸水危険出入り口 

１０cm 以上の浸水が想定されている出入口や、周辺地盤高さに比べ低い位置にある出入 

 口、歩道部との高低差が小さい出入口等については十分な監視と警戒が必要である。 

※ 参照：大阪市地下空間対策協議会難波地区周辺地区部会「難波駅周辺地区 地下空間浸水計画」 

 

（情報収集） 

第 14 条  

  第 7 条に準ずる他、次の事項に留意すること。  

集中豪雨等は急に発生することが多々あり、予測が困難であるため、気象庁の警報、注

意報の発表に関わらず、降雨情報等に注意を払い、特に雨季や夏季、台風の時期において

は警戒準備を怠らないこと。 

 

（情報伝達） 

第 15 条  

第 8 条に準ずる他、地下街利用者等の避難誘導のために、集中豪雨時の各出入口の浸水状

況（浸水防止施設の設置を含む）について、なんばウォーク営業所及び各接続・隣接施設にも

情報発信すること。 

 

（警戒活動） 

第 16 条  

１ 警戒配備体制 

 0.1～0.3m未満 

 0.3～0.5m未満 

 0.5～1.0m未満 

 1.0～3.0m未満 

 3.0～5.0m未満 

 

O.P.＋3.5～5.0m 

O.P.＋3.7m～4.3m 
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  地下街等における避難確保・浸水防止計画体制を図るため、通常業務の一部若しくは全

部を停止し、地区全体で対処することとするが、警戒活動に対する配備体制は被害危険度

により次の４段階とする。 

 

なお、非常体制に移行時及び避難完了後には、大阪市危機管理室へ連絡すること。 

 

２ 警戒活動内容 

  なんばウオーク周辺地区における内水氾濫の浸水深想定は０．１ｍから０．３ｍと浅い

が、地表で想定される浸水深が小さくても、低い位置にある開口部から浸水が始まると、

継続的に地下空間に水が流入する。また、雨量のみならず、周辺道路等の状況によっては、

降雨の発生から浸水開始までのリードタイムが短くなり、街内に多くの人が滞在している

ことが考えられることなどから、監視カメラの映像や目視により地上部の浸水状況を的確

に把握し、止水板や土嚢の設置による止水対策に努め、止水対策を講じても浸水の恐れが

ある場合には水の流入の危険性のない出入り口からの避難誘導を心掛け、外部の状況や浸

水状況に応じた避難誘導を実施すること。 

警 戒 配 備 表 

体 制 該 当 要 件 

配 備 人 員 

各接続・

隣接施設

等 

大阪地下街（参考） 

注 意 

大阪管区気象台から大阪市に「大雨注

意報」、「洪水注意報」のいずれかが

発表された場合 

それぞれ

の計画に

基づいた

配備人員 

防災センター勤務者によ

る警戒 

警 戒 

大阪管区気象台から大阪市に「大雨警

報」（台風接近・大阪府域に線状降水

帯予測情報発表時）が発表された場合 

指定社員 

（３号招集） 

厳 戒 

気象庁から大阪府域に「大雨特別警

報」が発表された場合又は大阪市から

「高齢者等避難」が発令された場合 

課長代理級以上及び指定

社員 

（２号招集） 

非 常 

大阪市から「避難指示」が発令された

場合 

社員全員 

（１号招集） 

（アルバイト、派遣社員は対象

外） 
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内水 警戒活動 避難誘導～避難完了 避難継続 

                 ０分                約 30分後                            約 40分後                          約 60分後                            約 70分後 

 
状況 

 
大雨の降り始め 

 
道路冠水の発生 

 
止水板等を設置していない出入口から 
水が流入するおそれ 

 
止水板等を設置した出入口から 
水が流入するおそれ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
地下街管理者 
 
 
 
 
 
 

・警戒体制 
・情報収集 
・周囲の状況を監視 
・気象情報の収集 
・排水ポンプの点検 
・止水板や土嚢の準備 
 
 
 

・道路冠水状況及び出入口の状況監視し、避難可能出 
入口を把握 

・地下街利用者等に周囲の状況を周知 
・各管理者と情報共有 
・道路冠水付近の出入口の閉鎖 
・必要に応じて止水板や土嚢の設置 
 
 
 
 
 
 
 

・地下街利用者に周囲の状況を周知 
・各管理者と情報共有 
・管理者は地下街店舗の閉店準備 
・避難可能な出入口の決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地下街利用者等に周囲の状況を周知 
・各管理者と情報共有 
・地下街利用者等に避難の呼びかけ、垂直避難の場合
は接続・隣接ビルの３階以上に避難誘導 

・店舗の閉店 
・水が流入する恐れのある出入り口付近のエリアを封
鎖 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
・各管理者と情報共有 
 

 
 
 
 
接続・隣接施設管理者 
 
 
 
 
 

 
 
 
･警戒体制 
・監視カメラ、巡回等により周囲 
の状況を監視し、情報を収集 
する 

・気象情報の収集 
・水防資機材の点検準備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・道路冠水状況及び出入口の状況監視し、避難可能出
入口を把握 

・地下街等利用者等に周囲の状況を周知 
・各管理者と情報共有 
・必要に応じて止水板や土嚢の設置 
・道路冠水付近の出入口の閉鎖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・利用者等に周囲の状況を周知 
・各管理者と情報共有 
・管理者は地下店舗の閉店準備 
・避難可能な出入口の決定 
・地下駅管理者は鉄道の運休準備と運行予定を周  
 知 
 
 
 
 

 
※止水板等の設置が間に合わなかった場合 
は右欄の避難対策に移行 

 
 

 
 
 
・利用者等に周囲の状況を周知 
・各管理者と情報共有 
・利用者等に避難の呼びかけ、避難誘導 
・地下店舗の閉店 
・水が流入する恐れのある出入り口付近のエリアの封
鎖等の対応 

・地下駅管理者は状況に応じて鉄道の運休及び運行計
画を周知 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・各管理者と情報共有 
 

 
地下駅管理者 
 
 

本計画における 
警戒配備体制 ３号招集（大雨警報（台風接近・大阪府内域に線状降水帯予測情報発表時）発表時） 

２号招集（大雨特別警報発表時又は「高齢者等避難」発令時）  1号招集（「避難指示」発令時） 

 
気象台 

大雨警報・洪水警報・大雨特別警報  

※ ３号招集は大阪市に大雨警報（台風接近・大阪府域に線状降水帯予測情報発表）が発令された場合                  （難波駅周辺地下空間浸水対策計画（R6.3）の「対策の基本フレーム」に加筆） 

 

  浸水 地下空間に 
雨水流入 

※止水板等の設置が間に合わなかった場
合は右欄の避難対策に移行 
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３ 浸水防止対策 

（１）  浸水危険については、道路等の巡回を行い冠水状況の目視確認により浸水危険を 

判断する。 

（２）  浸水防止措置が必要と判断すれば、速やかに「なんばウオーク止水板設置マニュア 

ル」に基づいて、下図に示す通り、浸水危険の高い出入口から順番に、浸水防止措置

（止水板の設置等）や立ち入り制限措置を実施することとするが、浸水状況によって

は、止水板設置優先順位にとらわれることなく的確に対処すること。 

（３）  警戒状況、浸水状況や浸水防止措置等について接続・隣接施設と情報共有を図り、 

特に、夜間休日等、対応可能な人員が少ない場合などにおいては、相互に連携を図り 

浸水防止措置にあたる。 

 

〈止水板設置優先順位〉 

優先順位 階段番号 方 式 優先順位 階段番号 方 式 

１ B5 階段 止水板 ４ B14 階段 土嚢 

２ B6 階段 止水板 ５ B21 階段 土嚢 

３ 西荷捌き場搬入口 土嚢 ６ B19 階段 土嚢 

 

（避難誘導） 

第 17 条 

 避難誘導は第９条に準ずる他、次のとおりとする。 

１ 避難場所、避難経路及び留意事項 

（１）  避難措置の実施時期に関しては、外水氾濫においては、災害対策基本法第６０条に基 

づき、大阪市長から該当地域に「高齢者等避難」、「避難指示」が出された時点で避難措 

置を実行することとなるため、次の指示がどの時点で発令されるかが非常に重要となる 

が、内水氾濫については、地下街への浸水が始まったことが確認されれば、大阪市の発 

表に関わらず、現地の状況に応じて避難措置を実施する必要があることに留意すること。 

（２）  避難先の選定にあっては豪雨や雷雨などが継続している場合や道路冠水により通行 

が困難となっている場合があることに十分留意し、避難誘導が完了すればその後、自 

らも避難する。 
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２ 来街（場）者・従業員等に対する放送及び案内の内容 

 

街内放送例 

●「ゲリラ豪雨」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「止水板（土嚢）を設置した」場合 

 

 

 

 

 

〇現地案内例 

 

 

 

 

 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・只今、（大阪市に大雨警報が発表され）、現在相当激しい雨が降り続いております。 

・このため、なんばウオークでは非常警戒体制をとり、地下街への浸水に備えて、

地上出入り口の止水板（土嚢）設置準備作業を実施しております。 

・今後お知らせいたします気象情報に十分ご注意をお願いいたします。 

 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・現在、なんばウオーク周辺で集中豪雨が発生しているため、〇〇階段出入口に止

水板（土嚢）を設置いたしました。 

・〇〇階段出入口は通行止め（通行が困難）となっておりますのでご注意ください。 

・今後の気象状況にご注意ください。 
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  〇現地案内例（※ 地下街等への浸水の恐れが生じた場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 街内放送にあっては、地下街利用者等に周知を図るため可能な限り繰り返し放送すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・集中豪雨の影響で〇〇（階段）付近は浸水する恐れがありますので、（地上に上

がって）避難してください。大変危険ですのでゆっくりと（○○階段から）お進

みください。 

・エレベーター、エスカレーターは停止しておりますので、階段をご利用ください。 

・避難に当たり援護が必要な方がいらっしゃいましたら係員までお申し出くださ

い。 
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第３章 外水氾濫対策計画 

 

（計画の目的） 

第 18 条 

 この計画は、水防法第１５条の２第１項に基づき必要な措置に関する計画を作成し、地下街

利用者等の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図ることを目的とする。  

 

（災害の想定） 

第 19 条 

本計画で対象とする災害は、大和川の外水氾濫とする。浸水想定については、大阪市が公

表している「水害ハザードマップ」に基づく浸水想定区域とし、下図に示すとおり。難波中

１丁目付近（なんばウオーク西側）において、最大３．０ｍの浸水が発生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報収集） 

第 20 条 

 第 7 条に準ずる他、河川情報に細心の注意を払い、次の事項に留意すること。 

１ 洪水予報については、大阪市建設局から大阪地下街株式会社（防災センター）に伝達さ  

れる。また、大和川の決壊の危険性が高まった場合には、大阪市危機管理室から高齢者等    

避難、避難指示が伝達される。 

 0.5m 未満  0.5～3.0m 

 3.0～5.0m  5.0m 以上 

 地下街・地下駅等   

近鉄日本橋駅  
 
  なんばウォーク  

近鉄大阪難波駅  
 

JR 難波駅  

NAMBA なんなん  

○想定雨量 

12 時間総雨量    316mm 

Osaka Metro 日本橋駅  
 
  

Osaka Metro なんば駅  
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 ２ 浸水危険については、道路等の巡回を行い冠水状況の目視確認により浸水危険を判断す  

る。また、下水道管が満水になれば一気に道路冠水することがあることを理解しておく  

こと。 

 

（情報伝達） 

第 21 条 

 第 8 条に準ずる。 

  

（警戒活動） 

第 22 条 

１ 警戒配備体制 

   地下街における避難確保・浸水防止計画体制を図るため、通常業務の一部若しくは全部  

を停止し、地区全体で対処することとするが、警戒活動に対する発令体制は被害危険度に  

より次の４段階とする。 

なお、避難開始時及び避難完了後には、大阪市危機管理室へ連絡すること。 

 

 

警 戒 配 備 表 

体 制 該 当 要 件 

配 備 人 員 

各接続・隣

接施設 
大阪地下街 

注 意 

大阪管区気象台から大阪市に「大雨注

意報」、「洪水注意報」のいずれかが

発表された場合 

それぞれの

計画に基づ

いた配備人

員 

防災センター勤務

者による警戒 

警 戒 

大阪管区気象台から大阪市に「大雨警

報」（台風接近・大阪府域に線状降水

帯予測情報発表時）が発表された場合 

指定社員 

（３号招集） 

厳 戒 

気象庁から大阪府域に「大雨特別警

報」や大阪市から「高齢者等避難」が

発表・発令されるなど、地下空間への

水害が発生する恐れがある場合。 

課長代理級以上及

び指定社員 

（２号招集） 

非 常 

淀川の堤防決壊により全市にわたり甚

大な浸水被害が発生する可能性が高ま

った場合や、大阪市から「避難指示」

が発令された場合 

社員全員 

（１号招集） 

（アルバイト、派遣社

員は対象外） 
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２ 警戒活動内容 

   大和川が破堤した場合、なんばウオーク周辺地区の西側では０．５ｍから３ｍの浸水被

害が想定されることから、接続施設の代表者は気象情報や大和川洪水情報の収集に努め、

洪水予報が発表されれば確実に情報を伝達し、情報共有を図る。 

また、水位の上昇が見込まれている段階など、早期においては、周囲の状況や施設内

の滞在者の状況を監視し、必要に応じて内水氾濫対策の浸水防止対策に準じ、「なんば

ウオーク止水板設置マニュアル」に基づいて、浸水危険の高い出入口から順番に浸水防

止措置（止水板の設置等）や立ち入り制限措置を実施することとし、大阪市から該当地

域に「高齢者等避難」「避難指示」発令があれば避難誘導に総力をあげて対処する。 
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外水 
警戒活動 避難誘導～避難完了                    避難完了 避難継続 

0分                                 約 1時間後                            約 2時間後                              約 3時間後 

 
状況 

 
水位上昇が見込まれている段階 

 
高齢者等避難を発令する目安となる水位に到達し、避
難指示を発令する水位に到達する可能性あり 

 
避難指示を発令する水位に到達 

 
緊急安全確保を発令する水位に到達若
しくは河川氾濫が発生若しくはそのおそ
れが高い 

 
 
 
 
 

 
大阪市 
 

 
該当する地域に警戒レベル３ 高齢者等避難を発令 
（地下街・地下駅へ直接伝達） 

該当する地域に警戒レベル４ 避難指示を発令 
（地下街・地下駅へ直接伝達） 

該当する地域に警戒レベル５ 緊急安全確保を発令 
（地下街・地下駅へ直接伝達） 

 

 
水防事務組合等 
 

巡視 巡視 巡視 巡視、水防活動  

 
 
 
地下街管理者 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・警戒体制 
・気象情報の収集 
・周囲の状況を監視 
・必要に応じ止水板や土嚢の設
置準備又は設置 

・各管理者は地下店舗等の閉店
を検討 

・各管理者と情報共有 
・地下駅管理者は鉄道の運休を
検討 

 
※ 台風接近情報発表の場合は
各店舗の臨時休業や営業時
間の短縮等の検討 
 

 
 
 
 
 

・高齢者等避難が発令されたことを周知し、対象者に避
難を呼びかけ水平避難もしくは垂直避難を誘導 
（※ 原則、高津公園への水平避難とするが状況によっ
ては垂直避難） 
・各管理者と情報共有 
・各店舗の閉店準備又は閉店 
・状況に応じて鉄道の運休準備と運休予定の周知 
 

・避難指示が発令されたことを周知し、すべての地
下街利用者等に対して避難を呼びかけ、水平避
難もしくは垂直避難を誘導 

（※ 原則、高津公園への水平避難とするが状況に
よっては垂直避難） 

・各管理者と情報共有 
・店舗の閉店 
・状況に応じて鉄道の運休及び運行計画を周知 
 

 
 
 
 
 
 
 
・各管理者と情報共有 
 
 

（避難完了していない場合） 
・緊急安全確保が発令されたことを周知 
・すべての地下街利用者等へ至急避難をするようを
呼びかけ、垂直避難の場合は３階以上の階へ避難
誘導、その後、管理者も避難 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・各管理者と情報共有 

 
 
 
 
接続・隣接施設管理者 

・高齢者等避難が発令されたことを周知し対象者に避
難を呼びかけ、避難誘導を実施 

・地下店舗の閉店準備又は閉店 
・各管理者と情報共有 
 

・避難指示が発令されたことを周知し、すべての利
用者等に避難を呼びかけ、避難誘導 

・地下店舗の閉店 
・各管理者と情報共有 
 
 

・高齢者等避難が発令されたことを周知し、対象者に避
難を呼びかけ、避難誘導 
・鉄道の運休準備と運休予定の周知 
・各管理者と情報共有 
 

・避難指示が発令されたことを周知し、すべての利
用者等に対して避難を呼びかけ、避難誘導 

・鉄道の運休及び運行計画を周知 
・各管理者と情報共有  

 
 
地下駅管理者 
 

本計画における 
警戒配備体制 ※ ３号招集 ２号招集 １号招集 

 
気象台 
 

大雨警報・洪水警報・大雨特別警報  

河川管理者 
(淀川河川事務所) 

洪水予報発表（気象台と共同で発表） 
氾濫注意情報 ⇒ 氾濫警戒情報  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 氾濫危険情報 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 氾濫発生情報  

※ ３号招集は大阪市に大雨警報（台風接近・大阪府域に線状降水帯予測情報発表）が発令された場合                  （難波駅周辺地下空間浸水対策計画（R6.3）の「対策の基本フレーム」に加筆）

  浸水 難波駅周辺に 
氾濫流到達 
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（避難誘導） 

第 23 条 

 避難誘導は第９条に準ずる他、次のとおりとする。 

１ 避難場所及び避難経路 

超大型台風等の接近が想定されており、甚大な被害が予想される場合は、学校・企業の

休校や休業、在宅学習やテレワーク、また、不要不急な外出の制限、屋内待機などが求め 

られていたり、タクシーやバス、鉄道の計画運休等の措置により地下街には通行人やお客

様はほとんどいないと考えられ、大和川が氾濫した場合、なんばウオーク地区周辺は浸水

想定区域外であることから、原則、水平避難（目標は高津公園 別図５）とするが、台風

に伴う暴風・豪雨下においての水平避難は危険が伴うと判断した場合は、垂直避難とする。

また、近隣にある公立小学校、中学校の中から事前に指定する収容避難場所等を災害状況

に応じて活用する。 

 

２ 留意事項  

「高齢者等避難」が発令されてから６０分以内に避難誘導を完了することでリスクが最

小となることを念頭に入れて、避難誘導に携わる全ての担当者は、地下街利用者等の避難

誘導に全力を尽くし、避難誘導が完了すればその後、自らも避難する。 
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３ 来街（場）者・従業員等に対する放送及び案内の内容 

街内放送例 

  ●「高齢者等避難」発令時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・只今、中央区全域に「高齢者等避難」が発令されました。避難に時間を要すると

思われる方は警備員の誘導により避難を開始してください。なお、避難にあたり

援護を要する方を見かけた方はお近くの警備員にご連絡をお願いします。 

また、援護を要する方のお近くにおられる方は、避難について、ご支援、ご協

力をお願いします。なお、各店舗の皆様は、自店舗の閉店について準備を行って

ください。 

・日本橋駅の方に向かって、そこから地上に上がって避難してください。目標は高

津公園です。 

 

※ 台風に伴う暴風・豪雨下において水平避難には危険が伴うと判断した場合 

〈接続・隣接施設確認後〉 

・避難先は地下街と接続している建物の３階以上となっております。 
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  ●「避難指示」発令時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●「止水板（土嚢）を設置した」場合 

 

 

 

     

 

 

〇現地案内例 

〇現地案内例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 街内放送にあっては、地下街利用者等に周知を図るため可能な限り繰り返し放送すること。 

・こちらはなんばウオーク東センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・只今、中央区全域に「避難指示」が発令されました。 

・皆様は、警備員の指示に従って、避難を開始してください。 

・避難に当たり援護を要する方を見かけた方は、お近くの警備員にご連絡をお願いします。 

また、援護を要する方のお近くにおられる方は、避難について、ご支援、ご協力をお願

いします。なお、各店舗の皆様は、自店舗の閉店を行ってください。 

・日本橋駅の方に向かって、そこから、地上に上がって避難してください。目標は高津公

園です。 

※ 台風に伴う暴風・豪雨下において水平避難には危険が伴うと判断した場合 

〈接続・隣接施設確認後〉 

・避難先は地下街と接続している建物の３階以上となっております。  

 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・NAMBA なんなん周辺で集中豪雨が発生しているため、地下街への浸水に備えて、〇〇階

段出入口に止水板（土嚢）を設置いたしました。 

・〇〇階段出入口は通行止め（通行が困難）となっておりますのでご注意ください。 

・今後の気象状況にご注意ください。 

 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・雨の影響で地下街は危険な状況となっておりますので、日本橋駅方面に向かって、そこ

から地上に上がって、避難してください。慌てずゆっくりと（○○階段から）お進みく

ださい。目標は高津公園です。 

・エレベーター、エスカレーターは停止しておりますので、階段をご利用ください。 

・避難に当たり援護が必要な方がいらっしゃいましたら係員までお申し出ください。 

 

※ 台風に伴う暴風・豪雨下において水平避難には危険が伴うと判断した場合 

〈接続・隣接施設確認後〉 

・避難先は地下街と接続している建物の３階以上となっております。 

 

 

。 

・エレベーター、エスカレーターは停止しておりますので、階段をご利用ください。 

・避難に当たり援護が必要な方がいらっしゃいましたら係員までお申し出ください。 



25  

近鉄日本橋駅 
 
  

なんばウォーク 

近鉄大阪難波駅 
 

JR難波駅 

NAMBA なんなん 

第４章 津波対策計画 

 

（計画の目的） 

第 24 条 

 この計画は、南海トラフ巨大地震が発生した場合、なんばウオーク周辺地区の西側に津波が来襲する

ことが予想されることから、地下街利用者等が津波到達までに円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを

目的とする。 

 

（災害の想定） 

第 25 条 

 本計画で対象とする災害は、大阪市に被害を及ぼすと考えられる海溝型地震の南海トラフ巨大地震が

発生した場合の津波避難に重点を置いた対策とする。浸水想定については、大阪市が公表している「水

害ハザードマップ」に基づく浸水想定区域とし、なんばウォーク周辺地区は浸水想定区域外である。 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報収集） 

第 26 条  

第７条に準じて情報を収集する他、特にテレビやラジオ及びインターネット等により地震情報、津

波情報（津波到達予想時刻・予想される津波の高さ等）に関する情報の収集に努める。 

 

 

 0.5m 未満 

 0.5～3.0m 

 3.0～5.0m 

 5.0m 以上 

 地下街・地下駅等 

○想定地震 

南海トラフでマグニチュード 9 クラスの地震が発生し、 

最大クラスの津波が来襲 

○発生頻度 

千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度は低い 

Osaka Metro なんば駅 
 
  

Osaka Metr 日本橋駅 
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（情報伝達） 

第 27 条  

第８条に準ずる。 

 

（警戒活動） 

第 28 条 

１ 警戒配備体制 

   地下街における避難確保・浸水防止計画体制を図るため、通常業務の一部若しくは全部を停止し、

地区全体で対処することとするが、警戒活動に対する発令体制は被害危険度により次の３段階とす

る。 

警戒発令表 

体制 該 当 要 件 

招集人員 

各接続・隣接

施設 
大阪地下街 

注 意 
 

大阪市域において「震度４」を観

測したとき 

それぞれの計

画に基づいた

配備人員 

防災センター勤務者

による警戒 

（３号招集） 

 

厳 戒 
 

大阪市域において「震度５弱」を

観測したとき、「津波警報」が発

表されたとき 

課長代理級以上及び

指定社員 

（２号招集） 

 

非 常 
 

大阪市域において「震度５強以

上」を観測したとき、「大津波警

報」が発表された場合又は、大阪

市域に「避難指示」が発令された

とき 

社員全員 

（１号招集） 

（アルバイト、派遣

社員は対象外） 

なお、避難開始時及び避難完了後には、大阪市危機管理室へ連絡すること。 

 

２ 警戒活動内容 

    地震・津波の発生は台風・洪水に比べて予測が困難であり、地震発生直後は数多くの地下   

街利用者等が滞在していることも考えられることから避難誘導を最優先した警戒活動を実施 

する。 

    また、南海トラフ巨大地震では地震発生から約 1 時間５０分後に大阪市内沿岸部に津波が到達

することなどから、地震・津波情報の収集に努め、状況に応じた避難誘導、避難経路等を確実に

伝達するとともに、 休祝日などに地震・津波が発生すれば、参集出来ない社員もいると考えら
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れ、十分な警戒体制をとることができないことも想定されることから、地下街や接続・隣接施設

で従事する全ての社員、委託事業者、テナント従業員は日頃から万一の場合に備え、協力体制を

構築しておくことが必要である 
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津波 警戒活動 避難誘導～避難完了 避難完了 避難継続 

0分                   約３分後                                                                                                   約１時間 50分後 

 
状況 

 
 

 
津波発生 
 

 
 
 
 
 

 
大阪市 
 

 
該当する地域に避難指示を発令 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
地下街管理者 
 
 

 
 
・身を守る行動、出火防止措置等 
・周囲の人の安否確認 
・地下街利用者等への地震発生
を周知（放送設備・デジタルサ
イネージ等） 

・ライフライン等の確認 
・警戒体制 
・出入口の扉の開放 
 
 
 

・すべての地下街利用者等に対して「津波警報」又は「大津波警報」、「避難指示」が発令されたことを周知し、避難誘導 
（※ 原則、高津公園への水平避難とするが状況によっては垂直避難） 
・各管理者と情報共有 
・中央監視室による設備状態アラーム状況を確認し、防災センターに報告 
・ガス遮断弁状態の確認 
・設備室の被害状況を確認し、最小限の保守と応急対応、その後、各設備室に止水パネルを設置 
（店舗従業員） 
・店舗内の安全確認と施錠、シャッター閉鎖 
・お客様を店舗外に出した後、誘導旗を持って日本橋駅方面に避難誘導、その後、地上の安全が確認できれば、浸水想定区域外に避難誘導（目標は高津公園） 
 

 
・各管理者と情報共有 

 
 
 
接続・隣接施設管理者 
 

・すべての地下街利用者等に対して「津波警報」又は「大津波警報」、「避難指示」が発令されたことを周知し、避難誘導（高齢者等要援護者は、３階以上へ避難誘導
を考慮。） 

・各管理者と情報共有 
 
 
 

・各管理者と情報共有 
 

 
 
 
地下駅管理者 
 

すべての地下街利用者等に対して「津波警報」又は「大津波警報」、「避難指示」が発令されたことを周知し、避難誘導（地下街管理者の避難誘導と合流）  
・各管理者と情報共有 
・鉄道の運休及び運行計画を周知 
 

・各管理者と情報共有 

計画における 
警戒配備体制 ２号招集（大阪市域において震度５弱を観測、津波警報発表時）・１号招集（    〃  震度５強以上を観測、大津波警報発表時） 

 
気象台 緊急地震速報  津波警報・大津波警報  

（難波駅周辺地下空間浸水対策計画（R6.3）の「対策の基本フレーム」に加筆） 
 

 
 

  浸水 大阪市沿岸部 
に津波到着 

南海トラフ巨大
地震発生（最
大震度６弱） 

・すべての地下街利用者等の避難完了を確認後、可能な限り施設防護措置（止水板の設置等）と立入り制限措置 
・すべての地下街利用者等の避難完了を確認後、又は大阪市域に津波が到達したという情報を得た時点で、管理者も避難 

 

・すべての地下街利用者等の避難完了を確認後、可能な限り施設防護措置（止水板の設置等）と立入り制限措置 
・すべての地下街利用者等の避難完了を確認後、又は大阪市域に津波が到達したという情報を得た時点で、管理者も避難 

 

・すべての地下街利用者等の避難完了を確認後、可能な限り施設防護措置（止水板の設置等）と立入り制限措置 
・すべての地下街利用者等の避難完了を確認後、又は大阪市域に津波が到達したという情報を得た時点で、管理者も避難 
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（避難誘導） 

第 29 条 

 避難誘導は第 9 条に準ずる他、次のとおりとする。 

１ 避難の時期 

   気象庁から大津波警報又は津波警報が発表された場合。 

２ 避難場所及び留意事項 

（１） 原則、水平避難（目標は高津公園 別図５）とするが、周囲の状況などから危険が伴うと 

判断した場合は、垂直避難とする。また、近隣にある公立小学校、中学校の中から事前に指  

定する収容避難場所を災害状況に応じて活用する。 

（２）避難に時間を要する高齢者等要援護者の避難においては、接続・隣接施設の３階以上の 

階への避難誘導を考慮する。 
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３ 来街（場）者・従業員等に対する放送及び案内の内容 

街内放送例 

 

●地震発生時 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・現在、地震が発生しています。揺れが収まるまで、身を守る行動をとってください。 

 

●３分～５分 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・先程の地震は〇〇〇を震源とする、最大震度〇〇の大きな地震で、津波警報（大津波警報）が  

発表され、中央区に避難指示が出ました。 

・現在、地上の安全を確認していますので、地下街ご利用の皆様は、落ち着いて、今しばらく、 

警備員の誘導に従って、お近くの一時集合場所でお待ちください。安全が確認でき次第、避難 

誘導いたします。 

・店舗従業員の方々は誘導旗を持って、お客様を近くの一時集合場所に誘導し、速やかにガス等の 

火元を確認し、シャッターを閉めて閉店してください。 

 

●５分～８分 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・先程の地震で、津波警報（大津波警報）が発表され、中央区に避難指示が出ました。 

（地上の安全が確認された後） 

・ただいま地上の安全が確認されましたので、皆様におかれましては落ち着いて、警備員並びに 

誘導旗を持った店舗従業員の指示に従って日本橋駅方面に向かい、そこから地上に上がり高津 

公園へ避難してください。 

・店舗従業員の方々は誘導旗を持って、お客様の避難誘導にあたってください。 

 

●８分～１０分 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・店舗の方々は誘導旗を持ってお客様を、高津公園へ避難誘導してください。 
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●１０分～ 

・こちらはなんばウオーク東防災センターです。 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・先程の地震で、津波警報（大津波警報）が発表され、大阪市から中央区に避難指示が出てい 

ます。皆様におかれましては、落ち着いて警備員の指示に従って、日本橋駅方面に向かい、 

そこから地上に上がって高津公園まで避難してください。 

  

〇現地案内例 

・地下街ご利用の皆様にお知らせします。 

・日本橋駅方面に向かい、そこから地上に上がって避難してください。目標は高津公園です。 

 

※ 街内放送にあっては、地下街利用者等に周知を図るため可能な限り繰り返し放送すること。 
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第５章 高潮対策計画 

 

（計画の目的） 

第 30 条 

 この計画は、高潮による浸水被害に対する必要な措置に関する計画を作成し、地下街利用者等の避難

をはじめ、浸水対策に資することを目的とする。 

 

（災害の想定） 

第 31 条 

 本計画で対象とする災害は、想定し得る最大規模の台風（中心気圧 910hpa）が室戸台風経路で大阪府

域に来襲し、高潮及び河川氾濫の発生によって複数の堤防が決壊したと想定し、それぞれの浸水深及び

浸水範囲を重ね合わせた高潮浸水想定区域（大阪港湾局作成）を基に、大阪市が公表している「水害ハ

ザードマップ」に基づく浸水想定区域とし、下図に示す通り、なんばウオーク周辺地区の浸水高は３ｍ

から５ｍと想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 0.5m 未満  0.5～3.0m 

 3.0～5.0m  5.0m 以上 

 地下街・地下駅等   

近鉄日本橋駅 
  なんばウォーク 

近鉄大阪難波駅 
 

JR難波駅 

NAMBA なんなん 

Osaka Metro なんば駅 
  

Osaka Metro 日本橋駅 
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（情報収集） 

第 32 条  

第 20 条外水氾濫計画に準ずるほか、次の事項について留意すること。 

１ 高潮に関する防災気象情報（予報円、進行方向・速度、中心気圧等）が、気象庁から台風が上 

陸する概ね５日前から段階的に発表される。 

２ 気象庁からの大雨や洪水、高潮に関する情報の収集に努めること。 

３ 台風の府域上陸・最接近の前日 18 時までを目安に大阪府から「災害モード宣言」が発信され、連

携して大阪市から「ゆとりを持った自主的な避難の呼びかけ」などが行われる。 

４ 台風の進路方向に向かって右の半径では台風の移動方向と風向きが同じであるため、風が強 

くなり、高潮が生じやすくなることや、高潮により海から川に逆流し、水位が上昇している状況  

で、大量の雨が降れば、浸水高が高くなり、河川氾濫に繋がることを念頭に置いて、早期に台風の進

路などの動向把握に努めること。 

５ 大型台風の対策として鉄道各社が、計画運休を行うため、運行状況にも注視する必要がある。 

 

（情報伝達） 

第 33 条  

 第 21 条外水氾濫計画に準ずる。 

 

（警戒活動） 

第 34 条  

第 22 条外水氾濫計画に準ずる。 
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高潮 警戒活動 避難誘導～避難完了 避難完了 避難継続 

     
台風接近       約 12～48時間前           約 6～12時間前                        約３～６時間前                        約 1時間前                             ０分 

 
状況 

 
 

高潮注意報（警報に切り替える可能性が高い旨に言及
されているもの）を発表かつ、大阪市域の予測潮位が、
危険潮位（OP＋5.2m）を超える 
 

高潮警報若しくは高潮特別警報を発表かつ大阪市
域の予測潮位が、危険水位（OP＋5.2m）を超え
る 
 

高潮氾濫発生情報を発表若しくは 
大阪市域で浸水被害の発生若しく 
はその恐れが高い 
 

 
 
 
 
 

 
大阪府 
 

災害モード宣言    高潮氾濫発生情報  
 

 
大阪市 
 

 
該当する地域に警戒レベル３ 高齢者等避難を発令 
（地下街・地下駅へ直接伝達） 

該当する地域に警戒レベル４ 避難指示を発令 
（地下街・地下駅へ直接伝達） 

該当する地域に警戒レベル５ 緊急安全確保を発令 
（地下街・地下駅へ直接伝達） 

 

 
 
 
 
地下街管理者 
 
 
 

 
 
 
 
 
・警戒体制 
・気象情報の収集 
・周囲の状況を監視 
・必要に応じ止水板や土嚢の設
置準備又は設置 

・各管理者は地下店舗等の閉店
を検討 

・各管理者と情報共有 
・地下駅管理者は鉄道の計画運
休を検討 

 
 

・高齢者等避難が発令されたことを周知し、対象者に避
難を呼びかけ、接続・隣接施設の３階以上へ避難誘導 
・店舗の閉店準備又は閉店 
・各管理者と情報共有 
 

・避難指示が発令されたことを周知し、すべての地
下街利用者等に対して避難を呼びかけ、接続・
隣接施設の３階以上へ避難誘導 

・店舗の閉店 
・各管理者と情報共有 
 

 
 
 
 
 
・各管理者と情報共有 
 
（避難完了していない場合） 
・緊急安全確保が発令されたことを周知 
・すべての地下街利用者等へ至急避難をするようを
呼びかけ、垂直避難の場合は３階以上の階へ避難
誘導、その後、管理者も避難 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・各管理者と情報共有  

 
接続・隣接施設管理者 
 
 
 

・高齢者等避難が発令されたことを周知し対象者に避
難を呼びかけ、避難誘導を実施 

・地下店舗の閉店準備又は閉店 
・各管理者と情報共有 
 

・避難指示が発令されたことを周知し、すべての地
下街利用者等に避難を呼びかけ、避難誘導 

・地下店舗の閉店 
・各管理者と情報共有 
 
 

 
 
 
地下駅管理者 

・高齢者等避難が発令されたことを周知し、対象者に避
難を呼びかけ、避難誘導 
・鉄道の運休準備と運休予定の周知 
・各管理者と情報共有 
 

・避難指示が発令されたことを周知し、すべての地
下街利用者等に対して避難を呼びかけ、避難誘
導 

・鉄道の運休及び運行計画を周知 
・各管理者と情報共有  

本計画における 
警戒配備体制 ※ ３号招集 ２号招集 １号招集 

 
気象台 
 

高潮注意報・高潮警報・高潮特別警報  

※ ３号招集は大阪市に大雨警報（台風接近・大阪府域に線状降水帯予測情報発表）が発令された場合      （難波駅周辺地下空間浸水対策計画（R6.3）の「対策の基本フレーム」に加筆）        

台風最接近 
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（避難誘導） 

第 35 条  

 第 23 条外水氾濫計画に準ずるものとするが、高潮による浸水高は３ｍから５ｍと予想されることか

ら避難先は接続・隣接施設の３階以上とする。 
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５－２ 避難誘導開始、誘導員等が最終避難するタイミング 

【基本的な考え方】 

・台風に関する防災気象情報（予報円、進行方向・速度、中心気圧等）については、気象庁から

上陸する概ね５日前から段階的に確度を高め発表される。 

・また、台風が大阪府域上陸・最接近の前日 18 時までを目安に大阪府知事が発信する「災害モ

ード宣言」と連携し、大阪市が「ゆとりを持った自主的な避難の呼びかけ」などを行う。 

・これらの台風に関する防災気象情報等を考慮し、あらかじめ施設の臨時閉鎖や開放時間の短縮

を検討し、施設の利用制限措置をとる、鉄道の計画運休の予定を周知するといった事前の対応

を基本とする。 

※接続ビル並びに地下街管理者は、大阪市が発令する避難情報だけではなく、鉄道の運休等の情

報を考慮して、事前に臨時休業や営業時間の短縮等を検討 

※地下駅管理者は、台風の進路や勢力、雨量の予想を参考に、他路線や他区間との関係も考慮し

て個別に判断 

【営業時間中に警戒レベルが発令された場合】（事前の対応ができていない場合） 

高潮注意報（警報に切り替える可能性が高い旨に言及 

されているもの）が発表された時           どちらにも該当した時 

警戒レベル３高齢者等避難が発令された時  

⇒・「高潮注意報」の発表、「警戒レベル３高齢者等避難」が発令されたことを周知 

・高齢者等の利用者へ地下からの退出を呼びかけ、浸水想定よりも高い階への避難（垂直避難）

誘導 

・地下街管理者並び接続ビル管理者は、地下階及び地下街店舗等の閉店準備 

・地下駅管理者は、鉄道の運休準備 

高潮警報若しくは高潮特別警報が発表された時 

警戒レベル４避難指示が発令された時 

⇒・「高潮警報」や「高潮特別警報」の発表、「警戒レベル４避難指示」が発令されたことを周知 

・全ての利用者へ地下からの退出を呼びかけ、浸水想定よりも高い階への避難（垂直避難）誘

導 

・各管理者は利用者の避難完了を確認後、浸水想定よりも高い階への避難（垂直避難） 

・地下街管理者並び接続ビル管理者は、地下階及び地下街店舗等の閉店を完了 

・地下駅管理者は、鉄道の運休を完了 

警戒レベル５緊急安全確保が発令された時 

⇒【避難が完了していない場合】 

・「警戒レベル５緊急安全確保」が発令されたことを周知 

・全ての利用者及び管理者へ地下からの至急退出を呼びかけ、浸水想定よりも高い階への避難

（垂直避難） 

※垂直避難に関しては、津波避難ビルへの避難を優先し、接続ビルへの避難も想定する。なお、避

難先となる接続ビルは、津波避難ビルの指定要件（新耐震基準を満たした鉄筋コンクリート造も

しくは鉄骨鉄筋コンクリート造）と同等の構造を有する建築物であることが望ましい。 

※気象台からの気象情報（大雨警報や洪水警報等）が解除されるまでは、各管理者から避難先へ災

害情報の提供を行うよう努める。 

※管理する地下街の避難が完了した場合でも、隣接する地下街から避難者が進入する可能性がある

ため、全地下街が避難完了するまでは、現地において隣接する地下街からの避難者に備えること

とする。 

 

 

どちらにも該当した時 
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第６章 防災教育・訓練 

 

（防災教育） 

第 36 条 

 地下空間施設を管理する社員や地下空間施設で従事するテナント従業員等が平素から備えるべきこ

と、分担・協力して実施すべき災害対策、地下空間における高齢者や身体障碍者などの援護を要する者

への助け合い精神を重点とした防災教育を実施し、自主防災への積極的な取組みの啓発を図る。 

 防災教育の内容は次によるものとする。 

１． 避難確保・浸水防止計画の周知徹底 

２． 止水板設置マニュアルの周知徹底 

  ３．浸水予防の周知徹底 

  ４．防災体制の周知徹底 

  ５．水害等に関する事項の周知徹底 

  ６．その他の防災管理上必要な事項 

 

（防災教育・訓練の実施） 

第 36 条の 2 

 自衛水防組織の充実を図るため、防災教育・訓練の実施は次による。 

 

防災教育・訓練計画 

区分 実施回数 実施要領等 

防火・防災管理業務に従事する

者 

1 回/年以上 関係法令及び防災管理に関する資料をもと

に研究会、講習会を行う 

自衛水防組織の構成員 

（従業員・テナント社員） 

（図上訓練） 

 

1 回/年以上 

配付資料による図上訓練を行い、実地訓練の

準備を行う 

自衛水防組織の構成員  図上訓練の教育内容に基づき、実地訓練を実

５－３ 避難場所 

・浸水想定よりも高い階（垂直避難） 

※垂直避難に関しては、津波避難ビルへの避難を優先し、接続ビルへの避難も想定する。なお、

避難先となる接続ビルは、津波避難ビルの指定要件（新耐震基準を満たした鉄筋コンクリ

ート造もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造）と同等の構造を有する建築物であることが望ま

しい。 
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（従業員・テナント社員） 

（実地訓練） 

1 回/年以上 施する 

 

（防災訓練の実施方法） 

第 36 条の 3 

 防災訓練の実施方法は次による。 

 １．訓練の内容 

   地下空間浸水防止対策を重点としての訓練を次により行う。 

   図上訓練は、参加者がテーブルに広げられた地図を囲み、地下空間が浸水したと想定し、水 

防に対する意見や問題点を抽出し討議する。 

   実地訓練は、実際の災害を想定した訓練とし、水防訓練、情報伝達訓練、避難訓練等を行う。 

 

 ２．訓練シナリオ 

 （１）図上訓練 

大阪地下街株式会社を中心に、各テナント及び接続・隣接施設の関係者の参加のもとに、地 

下空間が浸水したと想定したシミュレーションを通じて、参加者の水防に対する意見や問題点を

共通認識とすることとして行う。 

   図上訓練の方法は、災害規模、発生場所を図面に表示し、各自定められた任務分担と活動基 

準に従って図上で活動を展開し、判断力を養う。この図上訓練は実地訓練に反映させるため、 

実地訓練の約 1 週間前を目途として実施する。図上訓練における留意事項は次のとおりとする。 

   ア 事前準備  ：地下空間施設に浸水した場合に被害を被る施設や問題の抽出 

            （事前に対応すべき事項の抽出） 

   イ 浸水防止  ：地下空間施設への浸水を防止するための取るべき行動 

   ウ 情報伝達  ：行政から入る情報をどのように受信するか、情報を正しく従業員等の   

関係者や地下街利用者等に伝達する方法 

   エ 避難誘導  ：地下街利用者等が地下空間施設より避難先に安全に避難するために取 

           るべき行動 

   オ 浸水排除  ：地下空間が浸水した後の浸水排除や清掃等の水防活動 

   カ 人命救助救出：地下空間施設に取り残された人の確認と救出するためのとるべき行動 

（２）実地訓練 

   水害対策本部を構成する各接続・隣接施設（会社）の主催により、勤務する関係者の参加の   

もと、水防訓練、情報伝達訓練、避難訓練等の模擬演習を行う。 

   実地訓練の主な項目は次のとおりとする。 

ア 動員訓練・・・・・・・・・・・・連絡網を通じて所定の場所に動員する 

  イ 水防対策本部設置訓練・・・・・・水防対策本部の人員、資器材の配置 
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   ウ 浸水防止訓練・・・・・・・・・・防水版の設置、土嚢の配置訓練 

   エ 情報取集・伝達訓練・・・・・・・情報の収集・伝達 

   オ 避難訓練・・・・・・・・・・・・避難するための備品配置、避難体制の確立 

   カ 避難誘導訓練・・・・・・・・・・避難誘導、災害時要援護者の誘導訓練 

   キ 救出救護訓練・・・・・・・・・・救出救護訓練 

 

 

 

 

 

附則 

 １ この計画は、平成２４年３月５日から施行する。 

附則 

 １ この計画の一部改正は、令和４年４月１日から施行する。 

附則 

 １ この計画の一部改正は、令和６年（２０２４年）１２月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40  

  

別表１

ａ店舗隊長 ｂ店舗隊長 ｃ店舗隊長 ｄ店舗隊長 ａ店舗隊長 ｂ店舗隊長 ｃ店舗隊長 ｄ店舗隊長 ａ店舗隊長 ｂ店舗隊長 ｃ店舗隊長 ｄ店舗隊長

通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係 通報連絡係

初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係 初期消火係

避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係 避難誘導係

ブロック隊長

情報収集・連絡班 初期消火・防御班 避難誘導班 救出・救護班 工作班

３番街ブロック地区隊

１番街店舗地区隊 ２番街店舗地区隊

救
出
・
救
護
班

ブロック隊長

初

期

消

火

・

防

御

班

情

報

収

集

・

連

絡

班

初

期

消

火

・

防

御

班

避
難
誘
導
班

救
出
・
救
護
班

情

報

収

集

・

連

絡

班

ブロック副隊長

ブロック隊長

なんばウォーク自衛水防隊編成表

自衛消防隊長
（なんばウォーク営業所長）

自衛消防副隊長

営業所：営業管理務担当

保安：②、⑨番員
営業所：施設管理担当

保安：①、⑧番員
営業所：営業管理担当

保安：⑤番員
営業所：施設管理担当

及び営業管理担当

委託設備員

本　　隊

（所長代理・保安長）

２番街ブロック地区隊１番街ブロック地区隊

ブロック副隊長 ブロック副隊長

保安：④番員

避
難
誘
導
班

救
出
・
救
護
班

３番街店舗地区隊

情

報

収

集

・

連

絡

班

初

期

消

火

・

防

御

班

避
難
誘
導
班

※　具体的な店舗名称等はその時点の最新のものとする
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なんばウォーク接続・隣接施設概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

⑤ ③ 

 

② ３ 
４ 

 

①  

６ 
５ 

 

施設名称 

１ 北極星ビル ７ なんばウォークビル ➀ 御堂筋グランドビル 

２ 近鉄難波ビル ８ Osaka Metro 御堂筋線 難波駅 ② 東亜ビル 

３ ＥＣＳ第３２ビル ９  Osaka Metro 四つ橋線 難波駅 ③ 難波第一ビルディング 

４ エスカールなんば 10 Osaka Metro 堺筋線  日本橋駅 ④ 三栄御堂筋ビル 

５ ミフネ難波ビル 11 近鉄 大阪難波駅 ⑤ 難波御堂筋ビル 

６ ラウンドワン千日前ビル 12 近鉄 日本橋駅  

１～12：なんばウォーク接続施設（①～⑥：隣接施設） 

施設名称 

１ 北極星ビル ７ なんばウォークビル ➀ 御堂筋グランドビル 

２ 近鉄難波ビル ８ Osaka Metro 御堂筋線 難波駅 ② 東亜

ビル 

３ ＥＣＳ第３２ビル ９  Osaka Metro 四つ橋線 難波駅 ③ 難波

第一ビルディング 

４ エスカールなんば 10 Osaka Metro 堺筋線  日本橋駅 ④ 三栄

御堂筋ビル 

５ ミフネ難波ビル 11 近鉄 大阪難波駅 ⑤ 難波御堂筋ビル 

６ ラウンドワン千日前ビル 12 近鉄 日本橋駅  

１～12：なんばウォーク接続施設（①～⑥：隣接施設） 

 

別図１ 

なんばウォーク 1 番街        2 番街            3 番街 

 

① 

７ 

④ 

１ 

10 

９ 
８ 

12 

11 



43  

 

別図２

　

　
 　

 　

　

　

　

N
B４階段 B６階段 B８階段

B５階段 B７階段 B９階段B３階段

B１階段

一番街

B10階段 B12階段 B14階段

B11階段 B13階段 B15階段

B16階段

B17階段

B18階段

B19階段

B20階段 B22階段 B24階段

B23階段B21階段

B26階段

B25階段

B28階段

B27階段

B30階段

B29階段

二番街 三番街

クジラ

パーク

フォレスト

パーク

ニュース

パーク

アート

パーク

ポケット

パーク

ミフネ

難波ビル

近鉄難波ビル

北極星ビル ECS第３２ビル
エスカール

なんばビル

なんばウオー

クビル

近鉄・阪神、
OsakaMetro

四つ橋筋線

難波駅

近鉄、
OsakaMetro  
千日前線、

堺筋線

日本橋駅

なんばウォーク概略図

一番街 二番街 三番街

四

つ

橋
線

な
ん

ば

駅

千

日

前

線

な
ん

ば

駅

千

日

前
線

日
本

橋

駅

千

日

前
線

日
本

橋

駅

御

堂

筋

線

な
ん

ば

駅

近
鉄

日

本

橋

駅

西荷捌き

搬入口

なんばウオーク平面図（地上連絡口、接続・隣接施設接続口）

2

1

5

3

6

4

s 浸水危険大連絡口

止水板

土嚢対応

※番号は設置優先順位
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別図３

大阪地下街株式会社本社 三栄御堂筋ビル
TEL　 TEL  

FAX  FAX

大阪市高速電気軌道㈱ 近鉄難波ビル
大阪メトロなんば駅 TEL  

TEL  FAX  

御堂筋グランドビル ＥＣＳ第３２ビル
TEL  TEL  

FAX  FAX  

北極星ビル 難波御堂筋ビル（中央管理室）
TEL  TEL  

FAX  FAX  

なんばウォーク
大阪市高速電気軌道㈱ 防災センター エスカールなんば（防災センター）

大阪メトロ日本橋駅 TEL  

TEL  TEL  FAX  

　　　

FAX  
なんばウォークビル 　　　 ミフネ難波ビル

TEL  TEL  

FAX  FAX  

近鉄大阪難波駅 ラウンドワン千日前ビル
TEL  TEL  

FAX  FAX  

近鉄日本橋駅 大阪市中央消防署

TEL  TEL  
FAX  FAX  

東亜ビル 大阪府南警察署
TEL  TEL  
FAX  FAX  

難波第一ビルディング
TEL  
FAX   

なんばウォーク防災センターと接続・隣接施設等との連絡体制表

加入電話

ホットライン

自動火災報知設備
移報
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機 関 名 電 話 番 号

大 阪 府 警 察 本 部

   警　　察　　署

大 阪 市 消 防 局

   消　　防　　署

大 阪 市 危 機 管 理 室

大 阪 市 計 画 調 整 局

大 阪 市 建 設 局

建 設 局 工 営 所

大阪市高速電気軌道

Osaka Metro    駅

大阪市水道局

水 道 局 営 業 所

私 鉄 駅

関 西 電 力 本 社

関 電 支 店

関 電 制 御 所

大 阪 ガ ス 本 社

大 阪 ガ ス 支 店

ガ ス 漏 れ 専 用

氏　　名 大 林 組

奥 村 組

関 電 フ ァ シ リ テ ィ ー ズ

会 社 役 員 ・ 幹 部

会 社 役 員 ・ 幹 部
委託保安責任者

店      舗
関係営業所

関係機関との連絡体制表

防災機関・市関係・その他

通報連ら記責任者

通報連絡先

所長代理
（保安担当）

防災関係機関
当 社 関 係

消 防

１ １ ９

警 察

１ １ ０

（ ）地下街

電 話

本 社
電 話

大阪ガス
電 話

会社関係

電 話

入 店 者
振興組合等
工事関係
請負業者

自動火災報知設備
加入電話
駆けつけ（口頭）

電 話
または
口 頭

通 報

災 害 発 見

マイク
または
口 頭

施 設 全 般
あるいは

必 要 範 囲

災 害 発 生

電 話
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別図５ 

水平避難経路図 

 

   

   ※ 超大型台風や南海トラフ巨大地震発生時、当該エリアは浸水想定区域外であることから、中央区に「高齢者等避難」「避難指示」 

    が発令されれば、なんばウオーク内を通って、東側の Osaka Metro 日本橋駅・近鉄日本橋駅方面に誘導し、強風・豪雨などの気象 

状況や地上の安全を確認した後、高津公園方面に向けて避難誘導すること。 

高津公園 

なんばウオーク 


